
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和６年分確定申告について】 
令和７年 1月２１日(火)～３月 10 日(月)まで 

＜確定申告受付期間＞ 

 当会は１月 21 日(火)～３月 10日(月)までを所得税の予約制期間としています(土日祝除く) 

  ≪受付時間 午前９：００～１２：００まで  午後１３：００～１７：００まで≫ 

 注))３月１８日(火)以降に申告に来られた方の青色申告特別控除は、一律１０万円となります 

   

❖提出のみの方は、１月６日(月)以降、随時お預かりできますのでお早目にお持ちください 

❖BRA の入力が出来ていない方は、１月１７日（金）までにお越し下さい。 

                        無料でご相談・指導ができます 

＜お持ちいただくもの＞ 

① 決算に必要な各種書類→裏面のチェックリストをご活用下さい 

② 予約カード(１２月までに予めお渡ししているものです) 

③ 税務署より届く 「確定申告のお知らせ」 ハガキ(または封書) 

裏面をご活用下さい 

こちらの番号が必要になります

ので、必ずお持ちください!! 
1 月中旬頃にお手元に届きます。

大切に保管しておいてください 

令和 ６ 



 

チェック

「令和6年分の確定申告のお知らせ」のハガキ又は封筒（１月中旬に税務署より到着予定） □
令和5年分の所得税・消費税の確定申告書、青色決算書、収支計算書 □
マイナンバーカード又はマイナンバーと本人確認書類（運転免許証写し、健康保険証写し等） □
所得税・消費税の予定納税額がわかるもの（予定納税の通知書等）

⇒令和5年分申告時に電子申告された方は、予定納税額記載の申告書が送付されません。

ﾁｪｯｸ

事業収入がある場合 □ 現金出納帳、預金通帳、経費帳、売上帳、仕入帳、総勘定元帳など

□ 記帳点検がお済みのパソコン会計データ（ブルーリターンなど）

□ 売上・経費の確認資料（領収書、請求書など）

□ 棚卸資産の年末の金額がわかるもの（棚卸表）

□ 源泉徴収簿、給与所得の所得税徴収高計算書（納付書）

□ 新たに取得した１０万円以上の資産についての購入明細書

不動産賃貸収入がある場合 □ 現金出納帳、預金通帳

□ 収入の確認資料（家賃収入管理表など）

□ 固定資産税・火災保険料・その他経費の領収書

給与収入がある場合 □ 給与の源泉徴収票

年金収入がある場合 公的年金等の源泉徴収票（１月中旬～下旬に到着予定）

⇒ない場合は三原年金事務所（0848-63-4111）でお取り寄せ下さい。

□ 個人年金保険の支払明細書（１月上旬到着予定）

臨時収入がある場合 □ 生命（損害）保険満期等の支払通知書

□ 令和6年分報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

□ 事業以外で生じた報酬等の総収入金額と必要経費がわかるもの

配当収入がある場合 □ 配当金計算書

□ 特定口座年間取引報告書（１月中旬到着予定）

不動産の売却収入がある場合 □ 売却時の売買契約書・登記費用・付随費用の領収書など

□ 売却物件購入時の売買契約書・登記費用・付随費用の領収書など

□ 土地・建物の全部事項証明書

株式等の売却収入、上場株式 □ （上場株式、特定公社債）特定口座年間取引報告書（１月中旬到着予定）

の譲渡損失がある場合 □ （特定口座以外）譲渡株式の売却価額、取得価額、委託手数料がわかる資料

車の下取り、機械等の売却 □ 譲渡した事業用の減価償却資産の譲渡価額等の詳細がわかるもの

収入がある場合 □ 譲渡するために直接かかった運送費、設置費用などの費用の領収書

ﾁｪｯｸ

配偶者控除、配偶者特別控除 □ 他の親族の扶養親族となっていませんか、所得要件の確認

扶養控除等 □ 氏名、続柄、生年月日、同居又は別居の確認、障害者等

生命保険料控除 □ 生命保険料控除証明書（一般・個人年金・介護医療保険料）（１０月到着予定）

地震保険料控除 □ 地震保険料控除証明書、旧長期損害保険料の控除証明書（１０月到着予定）

社会保険料控除 □ 国民年金・国民年金基金の支払証明書（11月上旬到着予定）

健康保険料（国民・介護・後期高齢など）の支払額のわかるもの(１月下旬到着予定)

⇒ない場合は市町村でお取り寄せ下さい。(尾道市収納課0848-38-9172)

小規模企業共済等掛金控除 □ 小規模企業共済の掛金払込証明書（ない場合は、引落口座の通帳をお持ち下さい）

医療費控除 □ 医療費の明細書又は医療費通知書※（自己・生計を一にする親族のもの）

□ 保険などで補填された金額のわかるもの

★令和2年分の申告以降から医療費の明細書又は医療保険者等が発行した医療費通知書(医療費のお知らせ)が必要です。

  医療費の領収書を集計しただけでは、医療費控除を受けることはできません。（医療費明細書へ記入が必要）

寄附金控除 □ 寄附金（ふるさと納税を含む）の領収書、証明書等

住宅借入金等特別控除 □ 金融機関発行の住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書

（初めて適用を受ける場合は、事前 □ 平成36年（令和6年）分給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書

　に青申会へお問合わせ下さい） □ 連帯債務は「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」

※上記の確定申告準備書類は一部です。その年の収入状況に応じて他の必要書類が生ずる場合もあります。

□

事前確認資料（ご持参願います。）

所得控除に必要な書類等控除の種類

□

所得税の確定申告準備書類チェックリスト

所得計算に関する資料収入の種類

□

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【必ずチェックし、不足書類のないようにご持参下さい】


